
第４回座間市
部活動地域移行検討委員会

国の動向と今後の取り組みについて



スポーツ庁

地域スポーツクラブ活
動ワーキンググループ
（第３回） 配布資料
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地域移行
↓

地域展開



①学校内の人的・物的支援によって運営されてきた活
動を広く地域に開き、地域全体で支えていくというコンセ
プトを明らかにする

②地域連携よりもさらに取り組みを進め、地域の人的・
物的資源を活用しながら地域全体で支えることによって
新たな価値を創出し、豊かで幅広い活動を可能とする

【参考】 「地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関する実
行会議」中間とりまとめ（案） 令和6年12月2日

改革の理念や地域クラブ活動の在り方を
より的確に表す観点から名称を変更する



地域連携 地域移行（地域展開）

学校部活動 地域クラブ活動

学校教育の一環 社会教育の一環

学校の責任下で行われる 地域クラブ活動の運営団体・実施主

体が行う

学校部活動とはそもそもの責任主体

が異なる

部活動指導員や外部指導者と

いった地域の方々に参画いただ

いたり、複数の学校で合同練習

を行ったりすること

学校部活動を地域クラブ活動に代替

させていくこと

最終ゴール

最終ゴールに向けた
ステップ



地域連携

地域移行

◎地域クラブ活動として
段階的に学校の活動とは切り離す

顧問と部活動指導員や部活動協
力者との連携が難しく…

学校が責任主体となって行うも
のではない



地域連携 地域移行（地域展開）

学校部活動 地域クラブ活動

学校教育の一環 社会教育の一環

学校の責任下で行われる 地域クラブ活動の運営団体・実施主

体が行う

学校部活動とはそもそもの責任主体

が異なる

部活動指導員や外部指導者と

いった地域の方々に参画いただ

いたり、複数の学校で合同練習

を行ったりすること

学校部活動を地域クラブ活動に代替

させていくこと



地域クラブの運営

〇地域人材
スポーツ課 生涯学習課等との連携

〇指導を望む教員
意思に関わらず部活動顧問をすることはない

△種目や活動の場…許容してもらう必要性 種目や活動の場の保障に努める
△兼職兼業の課題…勤務時間内での活動はできない それでもなおやりたいか判断
△保護者の費用負担…本来保護者が負担すべきもの（受益者負担）を教員が負担していることへの理解



地域クラブの運営
〇地域人材
スポーツ課 生涯学習課等との連携

〇指導を望む教員
意思に関わらず部活動顧問をすることはない

学校の活動とは切り離す：社会教育の一環
責任主体の移行

地域全体で活動を支える 兼職兼業の
制度を整備



座間市では

休日だけではなく、平日も含めた段階的な

地域移行を検討

休日のみの移行では、生徒は、平日は部活動、休日は地域クラ
ブ部活動という、実施主体、責任主体の異なる活動に参加する
こととなる。部活動は必ずしも教師が担う必要のない業務である
ことや、教職員の負担軽減という点からも平日を含めた段階的
な地域移行を検討。

休日の部活動から、段階的に地域展開



令和
５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10年度 11年度 12年度 13年度

改革推進期間 改革実行期間
（仮称）（前期）

改革実行期間
（仮称）（後期）

スポーツ庁
地域スポーツクラブ活動ワーキンググループ（第３回） 配布資料（令和6年9月18日）



休日の部活動から、段階的に地域展開

・休日の部活動について、まずは地域連携（指導員配置の増加等）、
兼職兼業（小学校教員を含む）の制度の整備活用を進めていく。

・休日の部活動について、学校単位ではなく地域単位の拠点校方式
（合同部活動を含む）を試行する。
→各部活動専門部にて、どのような形で実施可能か検討依頼する

・既存の地域団体（スポーツ協会・スポーツ推進委員協議会・文化
協会 加盟団体 等）と連携して活動の場を設ける。地域指導者と
しての御協力。
→庁内各課において、関係団体等との調整



休日の部活動から、段階的に地域移行

・指導員配置の増加
・兼職兼業（小学校教員を含む）の制度の整備活用

・地域単位の拠点校方式（合同部活動を含む）の試行
（各部活動専門部にて検討依頼）

・地域団体と連携して活動の場を設ける。
・地域指導者としての御協力。
・庁内各課において、関係団体等と調整


